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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本

規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準

調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS C 60695-11-5:2007

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 60695-11 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 60695-11-2 第 11-2 部：試験炎－公称 1 kW 予混炎－試験装置，炎確認試験方法及び指針 

JIS C 60695-11-3 第 11-3 部：試験炎－公称 500 W 炎－試験装置及び炎確認試験方法 

JIS C 60695-11-4 第 11-4 部：試験炎－公称 50 W 炎－試験装置及び炎確認試験方法 

JIS C 60695-11-5 第 11-5 部：試験炎－ニードルフレーム（注射針バーナ）試験方法－装置，試験炎

確認試験装置の配置及び指針 

JIS C 60695-11-10 第 11-10 部：試験炎－50 W 試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法 

JIS C 60695-11-20 第 11-20 部：試験炎－500 W 試験炎による燃焼試験方法 
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序文 

この規格は，2016 年に第 2 版として発行された IEC 60695-11-5 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

火災危険に関連する電気・電子製品の試験の最良の方法は，火災時の状況を試験に再現することである

が，これは不可能に近い。したがって，実用的な理由から，火災危険に関連する電気・電子製品の試験方

法は，火災時の現象に限りなく近い状況を模擬するのが最も望ましい。 

電気・電子機器の各部は，電気的作用による過剰な熱応力を受けることがある。これは，機器の安全性

を損なう劣化を招く結果となる可能性がある。そのような各部は，機器内部で生じる熱又は火によって悪

影響を受けないようにしなければならない。 

機器内部にある，絶縁材料又は他の可燃性材料でできていて，炎が燃え広がりやすい電気・電子機器の

各部は，故障した構成部品によって生じる炎によって着火することがある。ある条件下，例えば，トラッ

キングによる炭化導電路に沿って流れる異常電流，構成部品などの過負荷及び不完全接続によっても炎が

生じることがあり，生じた炎によって近傍の可燃部分に着火することがある。 

この規格は，管理下にある試験室条件での熱及び炎に対する材料，製品又は組立品の性能を測定及び表

現するために用いることを意図したもので，この試験の結果は，特定の最終用途の火災危険の評価に関す

る全ての要因を考慮した火災の危険性評価の一つの要素として用いることができる。ただし，これだけで

実際の火災における材料，製品若しくは組立品の火災リスク又は火災の危険性を表現若しくは評価するた

めに用いることを意図したものではない。 

この規格は，危険な材料，操作及び装置を含んでいるおそれがある。 

また，この規格は，その利用によって引き起こされる全ての安全問題には対応していない。 

したがって，この規格の利用者は，利用する前に適切な安全及び健康を守る手段を講じ，かつ，守るべ

き安全基準の内容を明確にする責任がある。 

 


